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午後 ２時００分 開会 

 

◎開会の宣告 

○副委員長（島田清一郎君） 皆さんこんにちは。 

  これより文教福祉常任委員会を開会致します。 

  委員長挨拶、石井委員長お願い致します。 

○委員長（石井 旭君） 皆さん改めまして、こんにちは。 

  本日は、お忙しい中、ご出席をいただきまして、誠にありがとうございます。 

  また、本日は、熱中症警戒アラートなどが発表されましたが、皆さんしばらくの間は、30

度を超えるという日が続きそうでありますので、体調管理には十分気を付けていただきたい

と思います。 

  初めに、私と島田副委員長が、本日都合が悪く、10時開会から14時に急遽変更させてい

ただきました。 

  荒川議会運営委員長と長島議長に相談し、変更させていただきました。 

  皆様には大変ご迷惑をお掛けしましたこと、ここで大変申し訳なく思っております。 

  お詫び申し上げます。 

  さて、本委員会に付託されました、議案に対しまして、慎重なるご審議をお願い申し上げ

まして、簡単ですが挨拶とさせていただきます。 

  どうぞ、宜しくお願い致します。 

○副委員長（島田清一郎君） ありがとうございました。 

  続きまして、執行部挨拶、島田市長お願い致します。 

○市長（島田幸三君） 改めまして、こんにちは。 

  文教福祉常任委員会ということで、ご苦労様です。 

  委員長からもお話がございました通り、大変暑い日がこれから続くようです。 

  私も、大変危惧しているのは、石岡台地土地改良区の役員を島田副委員長と一緒にしてい

ますが、適度に雨が降らないとこれから水田の時期なので、水不足になると大変だと思いま

す。 

  今、米の収穫が全体的に少ないと言われている中で、これからの季節異常気象にならない

よう願い、適度に雨が降ってくれると用水を維持できれば、良い収穫につながるのではない
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かと思っております。 

  そういう中で、委員の皆様にはご出席を賜り、本日の議案の審査に対し慎重なるご審議の

程を宜しくお願いしまして挨拶に代えさせていただきます。 

○副委員長（島田清一郎君） ありがとうございました。 

  それでは、議事に入ります。議事の進行は委員長にお願い致します。 

○委員長（石井 旭君） 議事に入る前に、本日、鬼田議員が傍聴致します。 

  それでは、ただいまの出席委員は７名であります。定足数に達しておりますので、本日の

会議を開きます。 

  本日は、４月の人事異動後初めて、執行部が全員揃う委員会となりますので、自己紹介を

お願いします。 

  執行部からお願いします。 

──────────────────── ◇ ──────────────────── 

 

執行部あいさつ 

                  委員あいさつ 

 

○委員長（石井 旭君） ありがとうございました。 

それでは、本日の議題は、６月12日に付託されました議案審査付託表のとおりであります。

関係資料につきましては、スマートディスカッションに保存されています。準備はよろしい

でしょうか。 

  当委員会の議事の進め方でございますが、質疑の方法は一問一答方式とし、一人の方が全

て終了するまで質疑を続けることとします。簡潔かつ明瞭になされ、重複質疑を避けられま

すよう、よろしくお願い致します。 

  また、執行部においても、マスクを外し、明快な答弁をお願い致します。なお、執行部が

即時に答弁し難い質疑があった場合は当該質疑に対する答弁を一時保留とし、委員には次の

質問をお願い致します。一時保留とした答弁は、執行部において整い次第、再開することと

致します。各委員におかれましては、よろしくご協力のほどお願いを致します。 

  なお、会議録作成の都合上、発言の際はマイクを使っていただき、質疑が終わりましたら、

必ず電源をお切りいただきますようお願いを致します。 

  それでは、これから付託議案の審査に入ります。 
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  議案第51号 令和７年度小美玉市一般会計補正予算（第１号）当委員会所管事項について

議題と致します。 

  執行部より説明を求めます。 

  吉田教育指導課長。 

○教育指導課長（吉田 桂子君） それでは、議案第51号 令和７年度小美玉市一般会計補正

予算（第１号）のうち文教福祉常任委員会所管分につきまして、順次担当部局より説明致し

ます。なお説明欄を中心に説明させていたただき、款項目欄等の読み上げは省略させていた

だく場合がありますので、ご了承をお願い致します。 

それでは、４ページをご覧ください。債務負担行為補正の変更につきまして、教育指導課

所管となります。 

事項は、玉里学園義務教育学校スクールバス運行委託です。 

こちらは、今年度末で契約満了となる同委託に関しまして、令和8年度から12年度の５年

間、新たに委託するためのものですが、この限度額の変更となります。補正前、3,328万

5,000円に利用児童者数の変動による増減額を加算した額。こちらを補正後6,777万円に利

用児童者数の変動による増減額を加算した額とし、契約期間全体で3,448万5,000円の増額

をお願いするものでございます。 

増額の理由ですが、玉里学園義務教育学校におきましては、旧玉里東小学区はスクールバ

ス運行、旧玉里北小学校区は路線バス乗車賃を市が負担することで、通学支援を行ってきま

したが、旧玉里北小学校区にもスクールバスをとの要望が昨年度ＰＴＡからあり、協議を進

めておりましたところ、この度、玉里運動公園北側駐車場をスクールバス乗降所として活用

し、バス１台を増便する方向で合意形成を得ることができましたので、当初予定しておりま

した旧玉里東小学校区スクールバスの契約更新と合わせて契約を進めるため、増額をお願い

するものです。 

なお、増便の対象となる児童は、従来のスクールバス支援の基準と同様、統合により通学

距離が３㎞以上に延びていることを条件とし、かつ、路線バスによる通学支援は継続する方

針となりましたので、路線バスの停留所までの距離が遠く通学に安全が確保できていない児

童を想定しております。 

  具体的には、玉里運動公園北側駐車場付近に住む児童、人数は約15から20人程度の予定

となっております。以上です。 

○委員長（石井 旭君） 長沼社会福祉課長。 
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○社会福祉課長（長沼 光子君） それでは歳入のほうに移ります。 

  8ページ一番上をご覧ください。 

 国庫支出金 3節、生活保護費補助金、説明欄 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金

について、87万9,000円の補正増をお願いするものでございます。生活保護システム改修業

務委託料の変更によるものでございます。以上です。 

○委員長（石井 旭君） 田山教育企画課長。 

○教育企画課長（田山 智君） その下になります。小学校費補助金、説明欄：学校施設環境

改善交付金、1,113万2,000円の増額補正をお願いするものです。 

その下になります。同じく、中学校費補助金、説明欄：学校施設環境改善交付金、460万

3,000円の増額補正をお願いするものです。 

いずれも、学校体育館空調設備設置設計業務委託料の財源とするものです。 

○委員長（石井 旭君） 長沼社会福祉課長。 

○社会福祉課長（長沼 光子君） 続きまして、その下になります。 

  上から２段目、県支出金になります。６節 生活保護費補助金、説明欄 社会保障生計調

査交付金について15万5,000円の補正増をお願いするものでございます。 

社会保障生計調査経費に対する交付金でございます。 

○委員長（石井 旭君） 吉田教育指導課長。 

○教育指導課長（吉田 桂子君） 続きまして、19款寄附金、説明欄 学校教育に対する指定

寄附金、100万円の増額補正をお願いするものです。 

これは今年４月に匿名の方から、学校図書館の充実を目的とした寄附を頂いたことによる

ものです。一昨年から同様の寄附をいただいております。寄附金使用につきましては、歳出

予算において説明致します。 

歳入予算につきましては、以上となります。 

○委員長（石井 旭君） 櫻井こども課長。 

○こども課長（櫻井 正樹君） 続きまして、各所管の歳出の説明に入ります。 

11ページをご覧ください。こども課所管でございます。 

表の３番目、３款民生費、説明欄７の子育て応援事業でございますが、財源内訳補正とな

ります。 

内容につきましては、資料02-２ 議案第51号 歳入歳出補正予算事項別明細書の説明を

ご覧ください。歳出の増減を伴わない財源内訳補正その他の表中２行目になります。 
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内容としましては、今年度に入りまして、子育て応援事業の出産祝い金への活用を目的と

した企業版ふるさと応援寄付金の申し出がありました。これに伴い、財源のうち、企業版ふ

るさと応援に対する指定寄付金を300万円増額し、ふるさと応援基金繰入金を同額減額する

ものでございます。 

○委員長（石井 旭君） 長沼社会福祉課長。 

○社会福祉課長（長沼 光子君） 続きまして、11ページ一番下になります。 

説明欄２ 生活保護事務費について107万3,000円の補正増をお願いするものでございま

す。次ページに移ります。内容と致しまして、７報償費 調査世帯報償費12万3,000円、10

需用費 消耗品費2万2,000円、11役務費 通信運搬費１万2,000円、12委託料 生活保護シ

ステム改修委託料98万6,000円の補正増と、生活保護システム就職準備給付金対応改修委託

料７万円の補正減によるものでございます。 

○委員長（石井 旭君） 田山教育企画課長。 

○教育企画課長（田山 智君） 続きまして14ページをお願いします。 

説明欄２ 小学校施設管理費 3,981万4,000円の増額補正をお願いするものです。 

小学校施設管理費は、子ども第三の居場所整備事業、旧キャトルセゾンを教育支援センタ 

ー等に改修する事業の補正と、体育館の空調設備設置工事の実施設計委託料を計上しており

ます。 

内容ですが、11節役務費、手数料、５万円は、教育支援センター等改修工事に係る建築確

認申請の用途変更に伴う申請手数料などの費用です。 

  12節委託料、実施設計委託料 2,226万4,000円は、小学校等施設、体育館空調設備設置

工事設計業務委託を計上しております。 

  次に、樹木伐採等委託料、100万円は、教育支援センター等改修工事に合わせて、旧キャ

トルセゾン周辺樹木の伐採及び剪定等の業務委託を計上しております。 

  14節工事請負費、施設等改修工事、1,650万円は、教育支援センター等改修工事費におい

て、実施設計に基づき不足額分の増額計上をお願いするものです。 

  また、金額の増減はございませんが、旧野田小学校解体工事については、財源を基金繰入

金から地方債に振り替える財源内訳補正を行っております。 

○委員長（石井 旭君） 吉田教育指導課長。 

○教育指導課長（吉田 桂子君） 続きまして、説明欄１ 教育活動振興経費におきまして、

図書購入費 90万円の増額補正をお願いするものです。これは歳入予算の説明で申し上げま
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した、学校教育に対する指定寄附金100万円のうち、小学校５校にそれぞれ10万円、義務教

育学校２校にそれぞれ20万円配分するものです。 

○委員長（石井 旭君） 田山教育企画課長。 

説明欄２ 中学校施設管理費 920万7,000円の増額補正をお願いするものです。 

12節委託料、実施設計委託料として920万7,000円、中学校等施設、体育館空調設備設置

工事設計業務委託料を計上しております。 

○委員長（石井 旭君） 吉田教育指導課長。 

○教育指導課長（吉田 桂子君） 続きまして、説明欄１ 教育活動振興経費におきまして、

図書購入費 20万円の増額補正をお願いするものです。これは歳入補正で申し上げました、

学校教育に対する指定寄附金 100万円のうち10万円を活用し、また一般財源から10万円を

あてまして、中学校２校の図書購入費をそれぞれ10万円増額するものです。なお各学校に対

する配分につきましては、一昨年、昨年と同様でございます。 

○委員長（石井 旭君） 坂本文化芸術課長。 

○文化芸術課長（坂本 剛君） 続きまして、文化芸術課所管についてご説明させていただき

ます。 

15ページ中段の欄をご覧ください。説明欄４ 四季文化館施設維持管理費で工事請負費 

29万5,000円の増額をお願いするものでございます。 

内容と致しましては、四季文化館みの～れ空調機の動作不良に伴う操作盤のプリント基板

を交換する修繕工事になります。 

文化芸術課所管の歳出補正につきましては、以上でございます。 

○委員長（石井 旭君） 吉田教育指導課長。 

○教育指導課長（吉田 桂子君） 続きまして、説明欄２ 小美玉市共同調理場運営経費でご

ざいますが、財源内訳補正となります。 

内容につきましては、資料02-２ 議案第51号 歳入歳出補正予算事項別明細書の説明の

表をご覧ください。 表の一番下になります。本年度に入り、中学校の給食費無償化事業へ

の活用を目的とした企業版ふるさと応援寄附金の申し出がありましたので、財源のうち、企

業版ふるさと応援に対する指定寄附金を1,000万円増額し、ふるさと応援基金繰入金を同額

減額するものでございます。 

以上で議案第51号の説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願い致します。 

○委員長（石井 旭君） 以上で説明が終わりました。 
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  これより質疑に入ります。質疑は挙手によりこれを許します。 

  谷仲委員。 

○１３番（谷仲 和雄君） はい。私の方から１点だけお尋ね致します。 

  14ページの学校管理費の部分ですが、ここの施設等改修工事の補正額1,650万円について

先程の説明の中では、実施設計の不足額分を補う補正ということでございました。 

  それから、当初予算の方で4,510万円という額で、計上されて議決しております。 

  大体、増額の率に直すと36.6%ぐらいの割合で、1,650万円の補正ということで、それで

この実施設計の不足額分を補うことになった経緯を詳しくお聞かせいただきたいと思います。 

○委員長（石井 旭君） 田山教育企画課長。 

○教育企画課長（田山 智君） はい。旧キャトルセゾンを教育支援センター等に改修するた

め、Ｂ＆Ｇ財団の「子ども第三の居場所づくり」助成金額上限の5,000万円の範囲内で改修

工事・工事監理を進めることで準備をしておりました。令和６年度に設計委託業務を発注し

ておりますが、教育委員会と福祉部で協議を進める中で、以前お示しした、「教育支援セン

ター整備基本計画」の中にありました、多目的スペースの大部分を占めている厨房部分につ

いて、相談室などの居室スペースを設けることなど、大幅な改修が生じてきました。 

  また、設計業務の完了が年度末になり、積算された工事費等を当初予算に反映することが

出来なかったことによるものです。 

○委員長（石井 旭君） 谷仲委員。 

○１３番（谷仲 和雄君） はい。今のご説明の中で、当初予算の策定というのが、大体の原

案が１月の末とか２月ぐらいには予算編成で固まってきている中で、その実施設計の詳細な

数字の方が、その時点で出なかったという理解でよろしいですか。 

○委員長（石井 旭君） 田山教育企画課長。 

○教育企画課長（田山 智君） はい。その通りでございます。 

○委員長（石井 旭君） 谷仲委員。 

○１３番（谷仲和雄君） はい。以上です。 

○委員長（石井 旭君） ほかに質疑はございませんか。 

  よろしいですか。 

  ないようですので、以上で質疑を終結致します。 

  次に、討論に入ります。 

  討論はございますか。 
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〔「なし」と呼ぶ声あり〕 

○委員長（石井 旭君） ないようですので、討論を終結致します。 

  これより採決に入ります。 

  議案第51号 令和７年度小美玉市一般会計補正予算（第１号）を採決致します。 

  お諮りいたします。 

  本案は原案のとおり可決すべきものと決することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ声あり〕 

○委員長（石井 旭君） ご異議なしと認め、本案は原案のとおり可決すべきものと決しまし

た。 

○委員長（石井 旭君） 次に、議案第52号 工事請負契約の締結についてを議題と致します。 

  執行部より説明を求めます。 

  田山教育企画課長。 

○教育企画課長（田山 智君） それでは、議案第52号 工事請負契約の締結についてご説明

させていただきます。 

はじめに、提案理由でございますが、旧野田小学校解体工事の請負契約を締結するにあた

り、地方自治法及び市条例の規定に基づき提出するものです。 

１ 契約の目的は、旧野田小学校解体工事です。 

２ 契約金額は、１億4,740万円。 

３ 契約の相手方は、小美玉市栗又四ケ2380番地7 株式会社ツカヤ 代表取締役 磯邊

洋子です。 

４ 契約の方法は一般競争入札です。 

次のページをご覧ください。工事名は、旧野田小学校解体工事です。 

工事内容ですが、解体工事として、ＲＣ造２階校舎解体、延べ面積2,379㎡、Ｓ造 ２階

体育館解体、延べ面積583㎡、ＲＣ造１階園舎解体、延べ面積422㎡、プール及び附属棟解

体一式、その他建築物解体一式、外構撤去一式です。 

工期は、議会議決日の翌日から令和８年１月15日までの予定です。 

開札執行日は、令和７年５月23日に実施済みです。 

入札参加業者は、記載のとおり７社により行われました。 

本件は、事後審査手続後、５月28日に仮契約を行っております。 

説明は以上となります。ご審議のほどよろしくお願いします。 
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○委員長（石井 旭君） 以上で説明が終わりました。 

  これより質疑に入ります。 

  質疑は挙手によりこれを許します。 

  よろしいですか。 

  ないようですので、以上で質疑を終結致します。 

  次に、討論に入ります。 

  討論はございますか。 

〔「なし」と呼ぶ声あり〕 

○委員長（石井 旭君） ないようですので、討論を終結致します。 

  これより採決に入ります。 

  議案第52号 工事請負契約の締結について採決致します。 

  お諮りいたします。 

  本案は原案のとおり可決すべきものと決することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ声あり〕 

○委員長（石井 旭君） ご異議なしと認め、本案は原案のとおり可決すべきものと決しまし

た。 

  以上で、当委員会に付託されました執行部から提案されました議案の審査については終了

いたしました。執行部から、その他ありますか。よろしいですか。 

  この後は議会案件となりますので、執行部におかれましては散会したいと思いますが、委

員の皆さんよろしいでしょうか。 

〔発言する者なし〕 

○委員長（石井 旭君） では、ご苦労さまでした。 

〔執行部退席〕 

○委員長（石井 旭君） 次に、今年度の視察研修でございますが、内容については、４歳児

検診と健康ポイント等の取組みについて考えております。受入れ先の都合も考慮し、10月中

旬頃で２日間、九州地方を予定したいと考えております。 

  １泊２日での参加となりますので、宜しくお願い致します。 

  現時点で、委員の皆さんで10月の都合が悪い日がある場合、お伝えいただければ調整させ

ていただきたいと思いますので、宜しくお願い致します。 

  よろしいですか。詳細につきましては、私と副委員長に一任でよろしいでしょうか。 
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〔「はい」と呼ぶ声あり〕 

○委員長（石井 旭君） ありがとうございます。 

  今後の詳細等が決まり次第、お知らせ致しますので、都合により、欠席する場合などは、

随時事務局へ報告をお願い致します。視察研修については終わりと致します。 

  それでは、本日の審議及び協議は全て終了しました。 

  副委員長にお願い致します。 

 

──────────────────── ◇ ──────────────────── 

 

◎閉会の宣告 

 

○副委員長（島田清一郎君） 以上をもちまして文教福祉常任委員会を閉会致します。 

  ご苦労さまでした。 

午後 ２時31分 閉会 


